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「中核市」指定の考え
を伺う　　　　　　

問　平成27年4月1日地方自治

法が改正され、中核市の人口要

件が20万人以上に引き下げられ

た。中核市は、保健所の設置や

飲食業の許可などを県に代わっ

て行えるなど、まちづくりに新

たな権限が増え、市民サービス

の向上につながるメリットがあ

る。しかし、財政や人材面での

負担が増えるデメリットもある。

双方を勘案して、県都津市とし

て今後の市政を問う。

答　中核市の指定については、

今からの4年間の中で、しっか

りと、どういうふうにしていく

のかということを決めていきた

いと考えている。中核市で構成

する中核市市長会には、中核市

を検討している市も参加できる

ことから、まずはそこに加入し、

研究していきたい。

●その他の質疑・質問●

○平成27年度津市一般会計補正

予算（第１号）歳出 総務費

 ● 新津市誕生10周年記念事業に

ついて

○公共施設の老朽化したガス管

の敷設状況について

○高齢福祉事業について

○新最終処分場運用開始に伴う

インフラ整備について

○災害時の避難・救助訓練につ

いて　など

　

▲市民サービスの向上のために

　中核市を目指す？県都津市
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被災建築物応急危険度
判定の協定締結を　　

問　災害時における被災建築物

の危険度判定実施に当たっては、

実施本部の設置を行い、三重県

に応急危険度判定士の派遣を要

請することになっているが、三

重県主導で派遣される手順では、

避難所等の危険度判定の初動体

制に遅れが生じる。

　そこで、被災建築物の判定活

動体制を更に強化するため、津

市と建築関係団体との協定を締

結するべきと思うが、考えは。

答　大規模地震発生時、三重県

へ判定士の派遣を要請する場合、

実際に判定活動が開始できるま

でに2～3日を要することが想

定される。このことから、即座

に指定避難所や庁舎などの災害

活動拠点施設等の判定が開始で

きるよう、市長が直接、建築関

係団体へ判定士の派遣を要請す

ることができるルートを構築す

べく、建築関係団体と協定締結

に向けた協議を進めている。

　また、協定案として一定規模

以上の地震が発生した場合、市

長が要請を行わなくても判定士

の派遣を要請したものとみなす

自動要請の条項を設けることで、

より迅速に判定活動が開始でき

るものと考えている。

　現在、協定内容等の細部の調

整に入っており、年内を目途に

締結できるよう取り組んでいく。

●その他の質疑・質問●

○所信表明から
 ● もっとできることの実現とは

 ● 地域懇談会の創設の進め方は

○獣害対策について

 ● 獣害対策室の設置により人的

パワー不足の解消を

○阿漕浦・御殿場海岸の堤防改

修について

 ● スケジュールと海の家の今後

○片田バイパスの進捗と今後の

スケジュールは　など

▲災害後の二次災害を防ぐため、

　応急危険度判定が必要な家屋
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